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空家法４条では、「市町村は、空家等に関する必要な措置を適切に講じるよう

努める」と規定されています。空家法が全面施行されてから３年間、これまで当

市でおこなってきた、主な取組みは以下の通りです。 

 今後も取組は継続するとともに、官民協働による新たな取組等について協議

会において検討します。 

 

１ 空家に関する相談窓口の設置 

 平成 27年 12月より、まちづくり課に「空家

に関する相談窓口」を設置しました。これまで、

担当部局が定まっていなかった空家に関する

相談（所有者、所有者以外からを問わず）に対

して窓口を一本化しました。 

 行政で対応できない専門的な内容について

は、「静岡県空家等相談マニュアル」を活用し

て、適切な専門家を紹介したり、無料相談会の

情報を提供するなど、関係機関（宅建士、税理

士、司法書士、建築士、県等）と連携し対応し

ています。 

 

２ 空家に関するワンストップ無料相談会 

 平成 28 年度に、県が主催する空家に関する

ワンストップ相談会を裾野市（会場：裾野市役

所）で開催しました。 

 専門家（宅建士、税理士、司法書士、行政等）

が一同に会し、相談内容に応じた専門家に直接

つなぐことができました。 

 平成 30 年度は、三島市での開催となります

が、空家所有者等へダイレクトメールにより案

内を予定しています。 

●実績：H28（3組） 

※参考資料としてチラシをお配りしています 

 

裾野市における空家等に対するこれまでの取組について 

資料５ 
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３ 定住・移住希望者への住宅情報の提供 

平成 28年８月、企画政策課（平成 29よりｼﾋﾞｯｸﾌﾟﾗｲﾄﾞ推進室で所管）

で、静岡県宅建協会と「不動産情報の提供に関する協定」を締結し、定

住・移住希望者に対して不動産情報を提供しています。なお、提供される

情報は、一般に流通している物件であり、空家に特化したものではありま

せん。 

●実績：H28（9件）、H29（11件）、H30.7末現在（3件） 

 

不動産に関する問い合わせフォーム（裾野市公式ウェブサイト） 

（このページの投稿フォームを利用すると、裾野市が協力協定を結ぶ不動

産事業者から、利用者に物件情報が直接提供される。） 

https://www.city.susono.shizuoka.jp/cgi-

bin/inquiry.php/2?page_no=5426 
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４ 空家の実態調査 

まちづくり課では、市内の空家

を把握するため、平成 27年度より

自治会（区長）の協力により空家の

実態調査を行っています。 

 平成 27年度は「地域が困ってい

る一戸建て空家」、平成 28 年度以

降は、「すべての一戸建て空家」に

対象を拡大し、毎年継続的に実施

しています。 

 なお、報告いただく方によって

判断の度合いに差があることか

ら、「困っている」とされた空家に

対しては、まちづくり課職員（２名

以上）により全数調査を行ってい

ます。（「９．通報を受けた空家に関

する現地調査」を参照）。 

 

●実績：H27（困ったもの 55件）、H28（202件（うち困ったもの 93件）、H29

（231件（うち困ったもの 81件））、H30（～8/31調査中 

 

空家に関するアンケート調査票 

① ②

ア イ ウ エ オ カ キ ク

困

っ
て
い
る
こ
と
は
な
い

困

っ
て
い
る

外
壁

、
屋
根
が
剥
が
れ
落

ち
そ
う

、
剥
が
れ
落
ち
て

い
る

ブ
ロ

ッ
ク
塀
が
倒
れ
そ

う

、
す
で
に
倒
れ
て
い
る

雑
草
が
生
い
茂

っ
て

、
火

災
が
心
配
だ

不
審
者
が
侵
入
す
る
恐
れ

が
あ
る

ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
場
に

な

っ
て
い
る

動
物
の
住
処
に
な

っ
て
い

る 悪
臭
が
す
る

そ
の
他

（ク）その他に
○をつけた場合、

具体的な内容を記入
してください

記入例 佐野○○番地 ○ ○ ○ ○ ○
門が壊れており、敷地内に容
易に侵入できる

②１年以上～５年未満
○○に在住の○○が、時々草木の手入れをしているが、夏になると敷
地を越境している。文書を送っているが、対応してもらえない。

H28-1 深良 58 岩波 岩波129番地98 0 ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑤不明 ２階トタン外れかかっている。増築部分壊れかかっている。

H28-112 深良 58 岩波 岩波134-2 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ②１年以上～５年未満 息子の家に同居したため。年に数回管理している。

H28-113 深良 58 岩波 岩波129-84 0 ○ 0 0 ○ 0 0 0 0 0 0 ⑤不明 特に苦情は内が管理不十分。

H28-114 深良 58 岩波 岩波7-3 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ①１年以内 6月に逝去されたため（1人暮らし）

H28-115 深良 58 岩波 岩波82 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ②１年以上～５年未満 1人暮らし、現在リハビリ中。定期的に兄弟が管理。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 岩波

裾野市
管理番号

※記入
不要

空家になった時期

①１年以内
②１年以上～５年未

満
③５年以上～１０年

未満
④１０年以上

⑤不明

その他、具体的にありましたら
記載してください。

②に○を付けた場合、困っている具体的な項目（ア～ク）に○をつけてください

地区 区

空家の所在地

※地番が判らない場
合、

△△さんの左隣　など、
判る範囲で記載してくだ

さい

空家について困っていることはありますか？（①または②）に○をつけてください

平成２９年度 空家に関するアンケート調査票
・１年以上利用されてない、一戸建ての空家 が対象です。（共同住宅は対象外）

【回答方法】

①昨年報告頂いた物件は記載してあります。現在の状況を赤字修正してください。

②リストにない、新たな空き家があれば、手書きで追記してください。

【提出期限・提出先】

平成２９年１２月２２日（金）まで

裾野市役所 まちづくり課（市役所２階）

担当：山嵜、小澤 電話：９９５－１８５６
（各支所でもお預かり致します）

記入者名 ：

電話番号 ：
※後日お問い合わせさせていただく場合があります。

空家が１件

もない場合

でも、報告

をお願いし
ます。
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５ 空家等に関するデータベースの整備（法 11条） 

 実態調査で寄せられた情報は、データベース（エクセル台帳）にまとめ一

元管理しています。データベースには、空家の所在地、法 10条に基づき課税

部局から提供を受けた所有者等の個人情報、調査結果、写真、指導履歴等が

整理されており、問い合わせ時等に迅速に対応することが可能となりました。 

空家に関するデータベース（一覧表） 

空家に関するデータベース（個票） 
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６ 空家所有者の意向調査 

 平成 28年度に、まちづくり課で

は、空家の利用の実態・管理状況・

今後の意向・困りごとなどを把握

するため、空家等の所有者等に対

してアンケート調査を実施しまし

た。 

 調査結果は、今回の計画策定に

も活用されています。 

●実績：H28（発送 50 件、回答 25

件） 
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７ 空家所有者等への啓発 

 空家所所有者等への啓発として、平成 28 年度には市役所で実施した「空

家に関する相談会」のチラシを、空家データベースに掲載されたすべての空

家所有者等へ送付しました。 

 また、平成 30 年度には「空家の適正管理に関する啓発冊子」を作成した

り、ウェブサイト上で「税制優遇措置（空家の譲渡所得 3000万円特別控除）

の活用」について情報提供しています。 

 

  



7 

 

８ 空家等対策員会による庁内連携 

 空家法全面施行の翌月（平成 27年 6月）、庁内関係部局における空家法に

関する情報共有と今後の連携を目的に、担当者レベルで庁内会議を実施しま

した。その後、継続的に会議を行い、平成 30 年 4 月には「裾野市空家等対

策庁内委員会設置要領」を制定、課長レベルの会議に位置づけ意思決定が図

れるようにしました。 

●実績：H27（2回）、H28（1回）、H29（2回）、H30.7末現在（1回） 
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９ 通報等を受けた空家に関する現地調査 

 市民 110番や要望書等により通報等を受けた空家や、実態調査で報告され

た空家のうち「地域が困っている」とされた空家については、まちづくり課

職員（２名以上）により現地調査を行い「判定調査票」により、すみやかに

判定しています。 

●実績：H28（12件）、H29（104件）、H30.7末現在（5件） 

「特定空家等」と判断するための判定基準 

判定調査票（おもて・うら） 
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１０ 管理不全な空家所有者等に対する情報提供・助言等（法 12条） 

 通報等を受けた空家等についてｍ現地調査を行った後は、関係部局（道路

法所管課＝建設管理課、廃棄物処理法所管課＝生活環境課）等と対応につい

て協議します。 

 協議の結果を受け、法 12 条に基づき空家所有者等に対して空家等の管理

不全な情報を伝え（遠方等に居住しており認識していないこともあるため）、

適切な管理を行うよう助言するとともに、必要な情報の提供を行い（たとえ

ば、樹木の管理を請負う専門業者に関する情報を提供等）、自主的な改善を促

しています。（必要に応じて、関係部局と連名で通知することもあります。） 

 一定期間経過後（１ヵ月、３カ月・・・）は、現場を再確認のうえ、改善

されていない場合は再送するなどフォローアップを行っています。 

●実績：H28（５件）、H29（11件）、H30.7末現在（６件） 

管理不全な空家所有者等に対する情報提供・助言等 

（法 12条）（おもて） 
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管理不全な空家所有者等に対する情報提供・助言等 

（法 12条）（うら） 

 


